
農山漁村の多面的機能を維持する施策の推進を求める意見書

わが国の農山漁村は安心・安全な食料を供給するだけでなく、豊かな自然環境、

美しい景観、きれいな空気と水を生み出すなど、多面的な機能を発揮している。

しかしながら、こうした地域においては、高齢化の急速な進行、担い手や就業機

会の不足、生活環境の整備の遅れなどにより、耕作放棄地の増加などが顕著になっ

ている。この状況を放置すると、農山漁村の多面的機能が失われ、国民すべてにと

って大きな損失が生じることが強く懸念される。

よって、国においては、農山漁村の持つ多面的機能を維持・向上させるため、下

記施策の推進を図られるようを強く求める。

記

１ 条件が不利な状況にある中山間地域における農業生産の維持を図り、農山村の

多面的機能を確保するための「中山間地域等直接支払制度」を充実・強化すること。

２ 中山間地域の住民生活に大きな影響を及ぼす有害鳥獣の被害を解消するため、

捕獲体制の強化、被害防除、生活環境保全などの対策を強化すること。

３ 今年度で期限が切れる離島漁業再生支援交付金の継続など、水産業・漁村の持

つ多面的機能の維持・増進を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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